
JP 6779753 B2 2020.11.4

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像装置および前記撮像装置に内蔵又は着脱可能に装着され、前記撮像装置と通信が可
能な発光装置を備え、前記発光装置は、光を照射する発光部と、前記発光部の光の照射方
向を変更する駆動手段とを具備する撮像システムであって、
　前記駆動手段により前記光の照射方向が変更されている間に、前記撮像装置の撮影準備
動作および撮影動作を制限する制限手段と、
　前記駆動手段による前記光の照射方向の変更を中断する指示があるか否かを判断する判
断手段と、
　前記判断手段により前記光の照射方向の変更を中断する指示があったと判断された場合
に、前記制限手段による前記撮像装置の撮影準備動作および撮影動作の制限を解除すると
ともに、前記発光部を前記変更する前の初期位置に復帰させるように前記駆動手段を制御
する制御手段と、を備えることを特徴とする撮像システム。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記判断手段により前記光の照射方向の変更を中断する指示があった
と判断された場合に、前記発光部の発光処理を禁止することを特徴とする請求項１に記載
の撮像システム。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記判断手段により前記光の照射方向の変更を中断する指示があった
と判断された場合に、前記発光部の発光処理を禁止した後、前記制限手段による前記撮像



(2) JP 6779753 B2 2020.11.4

10

20

30

40

50

装置の撮影準備動作および撮影動作の制限を解除することを特徴とする請求項２に記載の
撮像システム。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記発光部を前記変更する前の初期位置に復帰させてから前記発光部
の発光処理の禁止を解除することを特徴とする請求項２に記載の撮像システム。
【請求項５】
　前記発光部の発光処理は、ＡＦ補助光又はモデリング発光の発光処理であることを特徴
とする請求項１乃至４のいずれか一項に記載の撮像システム。
【請求項６】
　前記判断手段は、前記撮像装置の撮影モードが動画モードへ移行した場合に、前記駆動
手段による前記光の照射方向の変更を中断する指示があったと判断することを特徴とする
請求項１乃至５のいずれか一項に記載の撮像システム。
【請求項７】
　前記判断手段は、前記撮像装置に設けられた中断釦が操作された場合に、前記駆動手段
による前記光の照射方向の変更を中断する指示があったと判断することを特徴とする請求
項１乃至５のいずれか一項に記載の撮像システム。
【請求項８】
　前記判断手段は、前記発光装置の駆動モードスイッチを切り替えた場合に、前記駆動手
段による前記光の照射方向の変更を中断する指示があったと判断することを特徴とする請
求項１乃至５のいずれか一項に記載の撮像システム。
【請求項９】
　光を照射する発光部および前記発光部の光の照射方向を変更する駆動手段を有する発光
装置が内蔵又は着脱可能に装着され、前記発光装置と通信が可能な撮像装置であって、
　前記駆動手段により前記光の照射方向が変更されている間は、撮影準備動作および撮影
動作を制限する制限手段と、
　前記駆動手段による前記光の照射方向の変更を中断する指示があるか否かを判断する判
断手段と、
　前記判断手段により前記光の照射方向の変更を中断する指示があったと判断された場合
に、前記制限手段による前記撮影準備動作および前記撮影動作の制限を解除するとともに
、前記発光部を前記変更する前の初期位置に復帰させるように前記駆動手段を制御する制
御手段と、を備えることを特徴とする撮像装置。
【請求項１０】
　前記制御手段は、前記判断手段により前記光の照射方向の変更を中断する指示があった
と判断された場合に、前記発光部の発光処理を禁止することを特徴とする請求項９に記載
の撮像装置。
【請求項１１】
　前記制御手段は、前記判断手段により前記光の照射方向の変更を中断する指示があった
と判断された場合に、前記発光部の発光処理を禁止した後、前記制限手段による前記撮像
装置の撮影準備動作および撮影動作の制限を解除することを特徴とする請求項１０に記載
の撮像装置。
【請求項１２】
　前記制御手段は、前記発光部を前記変更する前の初期位置に復帰させてから前記発光部
の発光処理の禁止を解除することを特徴とする請求項１０に記載の撮像装置。
【請求項１３】
　前記発光部の発光処理は、ＡＦ補助光又はモデリング発光の発光処理であることを特徴
とする請求項９乃至１２のいずれか一項に記載の撮像装置。
【請求項１４】
　前記判断手段は、前記撮像装置の撮影モードが動画モードへ移行した場合に、前記駆動
手段による前記光の照射方向の変更を中断する指示があったと判断することを特徴とする
請求項９乃至１３のいずれか一項に記載の撮像装置。



(3) JP 6779753 B2 2020.11.4

10

20

30

40

50

【請求項１５】
　前記判断手段は、前記撮像装置に設けられた中断釦が操作された場合に、前記駆動手段
による前記光の照射方向の変更を中断する指示があったと判断することを特徴とする請求
項９乃至１３のいずれか一項に記載の撮像装置。
【請求項１６】
　前記判断手段は、前記発光装置の駆動モードスイッチを切り替えた場合に、前記駆動手
段による前記光の照射方向の変更を中断する指示があったと判断することを特徴とする請
求項９乃至１３のいずれか一項に記載の撮像装置。
【請求項１７】
　光を照射する発光部および前記発光部の光の照射方向を変更する駆動手段を有する発光
装置が内蔵又は着脱可能に装着され、前記発光装置と通信が可能な撮像装置の制御方法で
あって、
　前記駆動手段により前記光の照射方向が変更されている間は、撮影準備動作および撮影
動作を制限する制限ステップと、
　前記駆動手段による前記光の照射方向の変更を中断する指示があるか否かを判断する判
断ステップと、
　前記判断ステップで前記光の照射方向の変更を中断する指示があったと判断された場合
に、前記制限ステップでの前記撮影準備動作および前記撮影動作の制限を解除するととも
に、前記発光部を前記変更する前の初期位置に復帰させるように前記駆動手段を制御する
制御ステップと、を備えることを特徴とする撮像装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えばデジタルカメラ等の撮像装置および撮像装置に内蔵又は着脱可能に装
着されるストロボ装置等の発光装置で構成される撮像システムにおける駆動制御技術に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタルカメラ等の撮像装置では、ストロボ光を天井等に向けて照射し、天井等からの
拡散反射光を被写体に照射するいわゆるバウンス撮影が可能なものある。バウンス撮影は
、被写体を間接的に照明することができるため、柔らかい光での描写が可能となる。
【０００３】
　また、バウンス撮影が可能な撮像装置として、ストロボ光の最適な照射方向を自動的に
決定してストロボ装置を駆動する自動照射方向制御（オートバウンス駆動制御）を行うも
のがある。オートバウンス駆動は、バウンス撮影時に発光部から天井等へのストロボ光の
照射方向を天井等までの距離情報及び被写体までの距離情報に基づき算出して自動的に設
定する。
【０００４】
　ところで、オートバウンス駆動において、ストロボ光の照射角度を自動的に決定する際
には、前述した距離情報を取得するために測距を行うが、ユーザが通常撮影に戻したい場
合や動画撮影に切り替えたい場合等に、測距を中断させたいときがある。
【０００５】
　従来、レリーズ釦を含む複数の操作釦の操作によりオートバウンス駆動を開始する場合
に、当該開始後のレリーズ釦の半押し操作でオートバウンス駆動を中断し、それ以外の操
作釦の操作ではオートバウンス駆動を継続する技術が開示されている（特許文献１）。
【０００６】
　また、オートバウンス駆動の開始後に手動で発光部のバウンス位置を変更し、そのバウ
ンス位置がバウンス撮影に適さない位置であった場合に、オートバウンス駆動モードを解
除する技術が開示されている（特許文献２）。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１５－２１０４２７号公報
【特許文献２】特開２０１５－４８０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　オートバウンス駆動中は、前述した測距のために発光部からストロボ発光を照射するた
め、撮影に必要な測光やＡＦパラメータを取得することができない。このため、オートバ
ウンス駆動中は、レリーズ釦の半押し操作等での測光やＡＦ等の撮影準備動作、及びレリ
ーズ釦の全押し操作等での撮影動作を禁止する仕様となっており、オートバウンス駆動の
完了後に当該禁止を解除することになっている。
【０００９】
　しかし、上記特許文献１及び２では、オートバウンス駆動の中断時において、機械的な
駆動が停止するまでに比較的時間を要する。このため、完全にオートバウンス駆動の中断
処理が完了するまで待つと、ＡＦやレリーズ釦の操作ができず、シャッタチャンスを逃す
おそれがある。
【００１０】
　そこで、本発明は、自動照射方向制御による発光撮影において、自動照射方向制御が中
断されたときに素早く次の撮影動作を可能にする撮像システムの駆動制御技術を提供する
ことである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を達成するために、本発明は、撮像装置および前記撮像装置に内蔵又は着脱可
能に装着され、前記撮像装置と通信が可能な発光装置を備え、前記発光装置は、光を照射
する発光部と、前記発光部の光の照射方向を変更する駆動手段とを具備する撮像システム
であって、前記駆動手段により前記光の照射方向が変更されている間に、前記撮像装置の
撮影準備動作および撮影動作を制限する制限手段と、前記駆動手段による前記光の照射方
向の変更を中断する指示があるか否かを判断する判断手段と、前記判断手段により前記光
の照射方向の変更を中断する指示があったと判断された場合に、前記制限手段による前記
撮像装置の撮影準備動作および撮影動作の制限を解除するとともに、前記発光部を前記変
更する前の初期位置に復帰させるように前記駆動手段を制御する制御手段と、を備えるこ
とを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、自動照射方向制御による発光撮影において、自動照射方向制御が中断
されたときに素早く次の撮影動作を可能にしてユーザのシャッタチャンスを逃すリスクを
軽減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の撮像システムの実施形態の一例であるシステム構成を示すブロック図で
ある。
【図２】外部ストロボ装置のシステム構成を示すブロック図である。
【図３】ストロボ本体に対する可動部の基準位置を説明する図である。
【図４】デジタルカメラの撮影準備動作および撮影動作を示すフローチャート図である。
【図５】オートバウンス駆動制御の開始が指示されたときのデジタルカメラの動作を説明
するフローチャート図である。
【図６】図５のステップＳ５０７におけるオートバウンス駆動の中断処理を説明するフロ
ーチャート図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１４】
　以下、図面を参照して、本発明の実施形態の一例を説明する。
【００１５】
　図１は、本発明の撮像システムの実施形態の一例であるシステム構成を示すブロック図
である。
【００１６】
　図１において、カメラ制御部１０１は、ＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭ等を有し、デジタルカ
メラ１００（以下、カメラ１００という。）全体の動作を制御する。撮像素子１０２は、
ＣＣＤセンサやＣＭＯＳセンサ等で構成され、レンズユニット３００の撮影光学系を通過
して結像した被写体光束を光電変換してアナログ画像信号を生成する。タイミング信号発
生回路１０３は、撮像素子１０２を動作させるために必要なタイミング信号を発生する。
内蔵ストロボ装置１１９は、カメラ１００に内蔵され、外部ストロボ装置１２０は、カメ
ラ１００に対して着脱可能に装着される。
【００１７】
　Ａ／Ｄ変換器１０４は、撮像素子１０２から読み出されたアナログ画像データをデジタ
ル画像データに変換する。メモリコントローラ１０５は、メモリの読み書きやバッファメ
モリ１０６のリフレッシュ動作などを制御する。画像表示部１０７は、バッファメモリ１
０６に格納された画像データを表示する。Ｉ／Ｆ１０８は、メモリカードやハードディス
クなどの記録媒体１０９との接続のためのインタフェースである。
【００１８】
　モータ制御部１１０は、カメラ制御部１０１からの信号に従って不図示のモータを制御
することにより、レンズユニット３００を介して入射した被写体光束の光路を変更するた
めに不図示のミラーをアップ／ダウンさせる。ミラーがアップしている場合、レンズユニ
ット３００を介して入射した被写体光束は撮像素子１０２等に導かれ、ミラーがダウンし
ている場合、レンズユニット３００を介して入射した被写体光束は測光センサ１１３等に
導かれる。
【００１９】
　シャッタ制御部１１１は、カメラ制御部１０１からの信号に従って、撮像素子１０２の
正面側に配置されて撮像素子１０２を遮光状態と露光状態とに切り換える不図示のシャッ
タを制御する。測光部１１２は、撮影画面内を複数のエリアに分割した測光センサ１１３
の出力に基づいて各エリアの測光結果である測光値をカメラ制御部１０１に出力する。
【００２０】
　カメラ制御部１０１は、各エリアの測光値に基づいて、撮影時の露出制御値であるＡＶ
（絞り値）、ＴＶ（シャッタスピード）、ＩＳＯ（撮影感度）を決定するための露出演算
を行う。また、カメラ制御部１０１は、内蔵ストロボ装置１１９又は外部ストロボ装置１
２０にて被写体へ向けて予備発光したときに測光部１１２から出力される測光値に基づい
て、ストロボ撮影時の内蔵ストロボ装置１１９又は外部ストロボ装置１２０の発光量を演
算する。
【００２１】
　レンズ制御部１１４は、カメラ制御部１０１からの信号に従って不図示のレンズ駆動モ
ータ及び絞り駆動モータを制御することにより、レンズユニット３００の焦点調節と絞り
調節を行う。焦点検出部１１５は、撮影画面内に複数の測距点を備えた焦点センサの出力
に基づいて、各測距点のデフォーカス量をカメラ制御部１０１に出力する。カメラ制御部
１０１は、焦点検出部１１５から出力されたデフォーカス量に基づいて、レンズ制御部１
１４に指示して焦点調節動作を実行させる。姿勢検出部１１６は、加速度センサなどから
なり、重力方向に対するカメラ１００の姿勢を検知する。
【００２２】
　操作部１１７は、撮影準備動作や撮影動作の開始指示を受け付けるレリーズボタンを含
んでいる。レリーズ釦の第１ストローク（半押し操作等）でレリーズスイッチＳＷ１がオ
ンになると、カメラ制御部１０１は、焦点検出動作や測光動作などの撮影準備動作を開始
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させる。また、レリーズ釦の第２ストローク（全押し操作等）でレリーズスイッチＳＷ２
がオンになると、カメラ制御部１０１は、撮影動作を開始させる。
【００２３】
　また、操作部１１７は、ストロボ光の最適な照射方向を自動的に決定して外部ストロボ
装置１２０を駆動する自動照射方向制御（オートバウンス駆動制御）を実行するか否かを
切り換えるオートバウンススイッチを含んでいる。さらに、操作部１１７は、オートバウ
ンス駆動において、外部ストロボ装置１２０の駆動制御部２０２による可動部１２２（図
２及び図３参照）の駆動を中断する操作スイッチ等を含んでいる。
【００２４】
　発光制御部１１８は、内蔵ストロボ装置１１９を使用する際に、カメラ制御部１０１か
らの信号に従ってプリ発光や本発光などの発光パターンの制御や発光量の制御を行う。ま
た、発光制御部１１８は、カメラ制御部１０１からの信号に応じた制御を内蔵ストロボ装
置１１９と外部ストロボ装置１２０のどちらに適用するかの切り替え制御も行っている。
液晶表示部１５１は、カメラ制御部１０１の表示命令に従って、カメラ１００の測光値や
警告等を表示する。
【００２５】
　図２は、外部ストロボ装置１２０のシステム構成を示すブロック図である。図３は、ス
トロボ本体１２１に対する可動部１２２の基準位置を説明する図である。
【００２６】
　図２及び図３に示すように、外部ストロボ装置１２０は、カメラ１００に着脱可能に装
着されるストロボ本体１２１と、ストロボ本体１２１に対して上下及び左右方向に回動可
能に支持される可動部１２２とを備える。ストロボ本体１２１は、ストロボ制御部２０１
、駆動制御部２０２、姿勢検出部２０３、照射方向演算部２０４、操作部２０５及び接続
部２０６等を有し、可動部１２２は、発光部２０７及び測光部２０８等を有する。
【００２７】
　ストロボ制御部２０１は、ＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭ等を有し、外部ストロボ装置１２０
全体の動作を制御する。駆動制御部２０２は、ストロボ制御部２０１からの信号に従って
不図示のモータを制御することにより、可動部１２２をストロボ本体１２１に対して上下
及び左右方向に駆動する。また、駆動制御部２０２は、ストロボ本体１２１に対する可動
部１２２の基準位置からの駆動量をエンコーダ等を用いて取得し、取得した駆動量をスト
ロボ制御部２０１へ出力する。
【００２８】
　なお、ストロボ本体１２１に対する可動部１２２の基準位置は、例えば図３に示すよう
に、ストロボ本体１２１がカメラ１００に装着されたときの可動部１２２の中心軸（発光
部２０７の光軸）とカメラ１００の撮影光軸とが交差しない位置にすればよい。
【００２９】
　姿勢検出部２０３は、加速度センサ等で構成され、ストロボ本体１２１の姿勢を検知す
る。照射方向演算部２０４は、姿勢検出部２０３で取得したストロボ本体１２１の姿勢情
報と測光部２０８で取得した測光情報とに基づいて、バウンス撮影時に発光部２０７から
照射されるストロボ光の最適な照射方向を公知の演算方法を用いて算出する。ストロボ制
御部２０１は、オートバウンス駆動時に、照射方向演算部２０４により算出されたストロ
ボ光の照射方向に発光部２０７が向くように駆動制御部２０２を制御して可動部１２２を
駆動する。
【００３０】
　操作部２０５は、オートバウンス駆動制御を実行するか否かを切り換えるオートバウン
ススイッチを含んでいる。なお、カメラ１００の操作部１１７のオートバウンススイッチ
と外部ストロボ装置１２０の操作部２０５のオートバウンススイッチとで異なる設定がな
されている場合、どちらかの設定を優先するようにすればよい。
【００３１】
　あるいは、カメラ１００の操作部１１７のオートバウンススイッチによる設定と外部ス
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トロボ装置１２０の操作部２０５のオートバウンススイッチによる設定とが連動するよう
にすればよい。すなわち、カメラ１００及び外部ストロボ装置１２０のうち、一方のオー
トバウンススイッチの設定を変更すると他方のオートバウンススイッチの設定も自動的に
変更されるようにすればよい。また、操作部１１７は、オートバウンス駆動時の駆動制御
部２０２による可動部１２２の駆動を中断する中断釦等を含んでいる。
【００３２】
　接続部２０６には、カメラ１００に取り付けるための取り付け部及びカメラ１００との
通信接点部等が設けられている。ストロボ制御部２０１は、接続部２０６の通信接点部を
介してカメラ１００との間で通信を行う。発光部２０７は、閃光放電管やＬＥＤなどを光
源とし、光源の前方に樹脂などで形成された光学系を有し、ストロボ制御部２０１からの
発光信号に従って光源を発光させる。
【００３３】
　測光部２０８は、発光部２０７の照射方向と同じ方向を向く受光面を有する受光センサ
を備え、受光センサの受光面で受光した光束に応じた信号をストロボ制御部２０１に出力
する。ストロボ制御部２０１は、発光部２０７を発光させたときに照射対象物で反射され
た反射光束を受光した測光部２０８からの出力信号に基づいて、発光部２０７の光学系の
照射面から照射対象物までの距離を算出する。
【００３４】
　なお、受光センサの向きや位置は上記の例に限定されず、入射面が発光部２０７の照射
方向と同じ方向を向くように設けられた光ファイバ等の導光部材を介して照射対象物から
の反射光束を受光する構成であってもよい。
【００３５】
　本実施形態では、図３に示すように、撮像装置の一例としてのカメラ１００と発光装置
の一例としての外部ストロボ装置１２０とを含む撮像システムにおいて、カメラ制御部１
０１からの信号に応じた制御を外部ストロボ装置１２０に適用する場合を例に採る。
【００３６】
　図４は、カメラ１００の撮影準備動作および撮影動作を示すフローチャート図である。
図４の各処理は、カメラ制御部１０１のＲＯＭ等に記憶されたプログラムがＲＡＭに展開
されてＣＰＵ等により実行される。
【００３７】
　図４において、ステップＳ４０１では、カメラ制御部１０１は、レリーズ釦が半押し操
作等されてレリーズスイッチＳＷ１がオンされると、ステップＳ４０２に進み、撮影準備
動作を開始する。ステップＳ４０２では、カメラ制御部１０１は、レリーズスイッチＳＷ
１にＡＦ機能が割り当てられているか否かを判定し、ＡＦ機能がある場合は、ステップＳ
４０３に進み、そうでない場合は、ステップＳ４０７に進む。
【００３８】
　ステップＳ４０３では、カメラ制御部１０１は、ＡＦ動作において、ＡＦ補助光が必要
か否かを判定する。例えば、測光値から被写体が低輝度な状態や周囲の光が暗い状態であ
れば、焦点検出が困難な状態として、ＡＦ補助光が必要であると判定する。そして、カメ
ラ制御部１０１は、ＡＦ補助光が必要である場合は、ステップＳ４０４に進み、必要でな
い場合は、ステップＳ４０５に進む。
【００３９】
　ステップＳ４０４では、カメラ制御部１０１は、図６を用いて後述する発光禁止フラグ
のオン／オフを判定する。そして、カメラ制御部１０１は、発光禁止フラグがオンの場合
は、ステップＳ４０６に進み、オフの場合は、ステップＳ４０５に進む。
【００４０】
　ステップＳ４０５では、カメラ制御部１０１は、接続部２０６を介して外部ストロボ装
置１２０のストロボ制御部２０１と通信して発光部２０７によるＡＦ補助光の発光処理を
行い、ステップＳ４０６に進む。ステップＳ４０６では、カメラ制御部１０１は、焦点検
出部１１５及びレンズ制御部１１４によりＡＦ処理を行い、ステップＳ４０７に進む。



(8) JP 6779753 B2 2020.11.4

10

20

30

40

50

【００４１】
　ステップＳ４０７では、カメラ制御部１０１は、測光部１１２による測光結果に基づく
測光処理を行い、ステップＳ４０８に進む。ステップＳ４０８では、カメラ制御部１０１
は、レリーズ釦の全押し操作等でレリーズスイッチＳＷ２がオンされたか否かを判定し、
オンされた場合は、ステップＳ４０９に進んで撮影動作を実行し、処理を終了する。
【００４２】
　図５は、オートバウンス駆動制御の開始が指示されたときのカメラ１００の動作を説明
するフローチャート図である。図５の各処理は、カメラ制御部１０１のＲＯＭ等に記憶さ
れたプログラムがＲＡＭに展開されてＣＰＵ等により実行される。
【００４３】
　図５において、ステップＳ５０１では、カメラ制御部１０１は、操作部１１７又は操作
部２０５が操作されてオートバウンス駆動制御の開始が指示されると、ステップＳ５０２
に進む。ステップＳ５０２では、カメラ制御部１０１は、操作部１１７に含まれるレリー
ズ釦の半押し操作等（ＳＷ１オン）による測光、ＡＦ等の撮影準備動作及びレリーズ釦の
全押し操作等（ＳＷ２オン）による撮影動作を制限し、ステップＳ５０３に進む。
【００４４】
　ステップＳ５０３では、カメラ制御部１０１は、接続部２０６を介してストロボ制御部
２０１と通信して、ストロボ制御部２０１による前述したオートバウンス駆動を開始し、
ステップＳ５０４に進む。
【００４５】
　ステップＳ５０４では、カメラ制御部１０１は、接続部２０６を介してストロボ制御部
２０１と通信して、ストロボ制御部２０１によるオートバウンス駆動が完了したか否かを
判定する。そして、カメラ制御部１０１は、オートバウンス駆動が完了した場合は、ステ
ップＳ５０５に進み、完了していない場合は、ステップＳ５０６に進む。
【００４６】
　ステップＳ５０５では、カメラ制御部１０１は、レリーズ釦の半押し操作等（ＳＷ１オ
ン）による測光、ＡＦ等の撮影準備動作及びレリーズ釦の全押し操作等（ＳＷ２オン）に
よる撮影動作の制限を解除して、処理を終了する。
【００４７】
　ステップＳ５０６では、カメラ制御部１０１は、オートバウンス駆動の中断が指示され
たか否かを判断する。中断の指示は、例えば、カメラ１００の撮影モードが動画モードへ
移行した場合、ストロボ発光禁止モードに移行した場合、中断釦を操作した場合、外部ス
トロボ装置１２０の駆動モードスイッチを切り替えた場合等である。そして、カメラ制御
部１０１は、中断が指示された場合は、ステップＳ５０７に進み、中断が指示されていな
い場合は、ステップＳ５０４に戻る。
【００４８】
　ステップＳ５０７では、カメラ制御部１０１は、オートバウンス駆動の中断処理を実行
し、処理を終了する。ここでのオートバウンス駆動の中断処理の詳細については、図６を
用いて後述する。
【００４９】
　図６は、図５のステップＳ５０７におけるオートバウンス駆動の中断処理を説明するフ
ローチャート図である。
【００５０】
　図６において、ステップＳ６０１では、カメラ制御部１０１は、発光禁止フラグをオン
に設定し、ステップＳ６０２に進む。図４で説明したように、発光禁止フラグがオンであ
る間は、ＡＦ補助光の発光処理を禁止することができる。
【００５１】
　ステップＳ６０２では、カメラ制御部１０１は、操作部１１７に含まれるレリーズ釦の
半押し操作等（ＳＷ１オン）による測光、ＡＦ等の撮影準備動作及びレリーズ釦の全押し
操作等（ＳＷ２オン）による撮影動作の制限を解除し、ステップＳ６０３に進む。これに
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より、カメラ１００は、撮影に向けた準備動作が可能となる。
【００５２】
　ステップＳ６０３では、カメラ制御部１０１は、接続部２０６を介してストロボ制御部
２０１と通信して、ストロボ制御部２０１により可動部１２２を図３に示す基準位置（初
期位置）に復帰させるように駆動制御部２０２を制御し、ステップＳ６０４に進む。
【００５３】
　ステップＳ６０４では、カメラ制御部１０１は、ステップＳ６０３での可動部１２２の
復帰処理が完了したか否かを判定し、完了している場合は、ステップＳ６０５に進む。ス
テップＳ６０５では、カメラ制御部１０１は、ステップＳ６０１でオンした発光禁止フラ
グをオフに設定し、処理を終了する。
【００５４】
　以上説明したように、本実施形態では、オートバウンス駆動の中断処理が開始されてか
ら完了するまでの間、レリーズ釦の半押し操作等（ＳＷ１オン）による撮影準備動作及び
レリーズ釦の全押し操作等（ＳＷ２オン）による撮影動作の制限が解除される。これによ
り、オートバウンス駆動制御によるストロボ撮影において、オートバウンス駆動が中断さ
れたときに素早く次の撮影動作を可能にしてユーザのシャッタチャンスを逃すリスクを軽
減することができる。
【００５５】
　また、本実施形態では、オートバウンス駆動の中断処理が開始されてから完了するまで
の間、ＡＦ補助光発光を禁止することができるので、可動部１２２が初期位置に戻る途中
で発光動作が行われるのを回避することができる。
【００５６】
　なお、本発明は、上記実施形態に例示したものに限定されるものではなく、本発明の要
旨を逸脱しない範囲において適宜変更可能である。
【００５７】
　例えば、上記実施形態では、発光部２０７を有する可動部１２２がストロボ本体１２１
に対して角度調整可能に支持されている外部ストロボ装置１２０を用いた例を説明した。
しかし、内蔵ストロボ装置１１９がカメラ１００に対して角度調整可能に支持されている
構成であれば、上記実施形態のオートバウンス駆動制御を内蔵ストロボ装置１１９に適用
してもよい。あるいは、内蔵ストロボ装置１１９及び外部ストロボ装置１２０が、光源や
反射傘の向きを変えて光の照射方向を変える構成であってよい。
【００５８】
　また、上記実施形態では、ＡＦ補助光の発光処理の禁止について例示したが、これに限
定されず、例えばモデリング発光等のＡＦ補助光以外の発光処理の禁止にも、本発明を適
用することができる。
【００５９】
　また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、本発明は、
上述の実施形態の１以上の機能を実現するプログラムをネットワーク又は記憶媒体を介し
てシステム又は装置に供給し、そのシステム又は装置のコンピュータにおける１つ以上の
プロセッサーがプログラムを読出し実行する処理でも実現可能である。また、１以上の機
能を実現する回路（例えば、ＡＳＩＣ）によっても実現可能である。
【符号の説明】
【００６０】
１００　カメラ
１０１　カメラ制御部
１１７　操作部
１１８　発光制御部
１２０　外部ストロボ装置
１２１　ストロボ本体
１２２　可動部
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２０１　ストロボ制御部
２０２　駆動制御部
２０４　照射方向演算部
２０５　操作部
２０７　発光部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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